
 

横浜市指定管理者緑とコミュニティーグループ 台町公園 

野球場一般開放 
 

注意事項 

・野球、ソフトボール等試合形式での利用はできません。 

・バットを使うなど他人に迷惑となる行為・危険な遊びは        

できません。 

・野球場内は水分補給以外の飲食・喫煙はできません。        

・ゴミは各自で持ち帰りください。 

・ハイヒール等、突起物のある履物での入場は 

できません。 

・犬などのペットの入場はできません。 

・事故やケガの責任は負いかねます。譲り合ってご利用 

ください。 

毎月第三木曜日に通常有料である野球場を 

無料で開放します！ 

日時：6月 21日（木）15：00～17：00 

※雨天時は中止になります。 

※野球場に予約が入った場合は開放時間が 

前後する場合があります。 


